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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体を体軸方向に連続的に撮影した断層画像又は生体を体軸方向に連続的に撮影して得
られた計測データから生体脈波情報に基づいて再構成された任意の時相における断層画像
からなるシリーズデータが複数記憶されたシリーズデータ記憶手段と、
　前記断層画像を行列状にデータ表示する画像データ位置表示手段であって、前記シリー
ズデータを行方向に、前記体軸方向の連続方向を列方向に設定して、前記複数の画像の位
置を表示する画像データ位置表示手段と、
　前記画像データ位置表示手段上に一乃至複数の断層画像を選択するためのカーソルを表
示する画像選択手段と、
　前記画像選択手段により選択された断層画像を表示する第一の画像表示手段と、
　前記断層画像に対応する前記生体の投影画像または三次元画像を表示する第二の画像表
示手段と、
　前記第二の画像表示手段に表示された投影画像上または三次元画像上に、前記選択され
た断層画像の体軸方向位置を示すラインを、前記断層画像の画像データが持つ体軸方向の
厚さに対応したラインの太さ、又はラインの形状で表示する位置表示手段と、
　を備える医用画像表示装置。
【請求項２】
　前記表示された投影画像上または三次元画像上で前記ラインを体軸方向に移動させる手
段をさらに備え、前記第一の画像表示手段は、前記シリーズデータ記憶手段に記憶された
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断層画像の内、該移動されたラインの体軸方向位置に対応する断層画像を表示することを
特徴とする請求項１に記載の医用画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医用画像表示装置に係り、特にＸ線ＣＴ装置やＭＲＩ装置、超音波診断装置な
どで得られた断層画像等を表示する医用画像表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　医用画像診断では、各種の疾患の特定において画像を観察することで診断を実施してい
るが、今日診断に用いられる画像の数は著しく増加している。例えば、Ｘ線ＣＴ装置はマ
ルチスライスＣＴと呼ばれる体軸方向に複数列の検出器を設けた構成により、一度のスキ
ャン操作で複数枚の画像を得られる。この際、できるだけ細かな間隔で再構成画像を得よ
うとするため、得られる画像枚数が膨大に増加しているのが実情である。またスキャンス
ピードも０．５秒程度まで短縮されたため、患者１人に対し複数の撮影条件でＣＴ撮影を
行う場合もある。これは、造影なしの通常撮影後、造影ＣＴ撮影を行い、その後さらに後
期造影画像を得るためにＣＴ撮影を行うといったことである。スキャンスピードが高速に
なったため、仮にこのような３つの撮影を実施しても患者に対する身体的影響はさほどで
はないが、得られる画像枚数は３倍となってしまう。
【０００３】
　このような膨大な画像を効率よく観察するための画像表示装置が提案されている（例え
ば、特許文献１及び特許文献２参照）。
【０００４】
　上記特許文献１は、シリーズデータと体軸方向に連続な画像の指定をしやすくするため
、シリーズデータを行方向に、連続画像を列方向に示す行列形状の座標表示手段を提案し
ている。座標表示手段上にカーソルを配置し、そのカーソルを移動や縮小・拡大すること
で表示画像の枚数指定等を可能にしている。
【０００５】
　また、特許文献２は、画像データの体軸方向の位置を投影画像上にライン表示すること
により画像データと投影画像との対応関係を示すことを提案している。
【特許文献１】特開２００３－１５０１３８号公報
【特許文献２】特開２０００－２１０２６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述の特許文献１及び特許文献２で示されるような従来の画像表示装置
では、術者が膨大な画像を効率よく観察することは困難である。
【０００７】
　例えば上記特許文献１では、表示される画像の体軸方向の位置を術者が理解しがたい。
上述の座標表示手段に体軸方向の位置を数値で示せば術者に位置情報を伝えることが可能
ではあるが、このようなやり方では術者が体軸方向の位置を直ちに把握するには無理があ
る。
【０００８】
　また、上記特許文献２では、術者が複数のシリーズデータや体軸方向に連続な画像を効
率よく観察することは無理である。
【０００９】
　本発明は上記事情を鑑みてなされたもので、術者が多数の画像を効率よく観察できる医
用画像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上記目的を達成するために、本願発明第一の特徴に係る医用画像表示装置は、生体を体
軸方向に連続的に撮影した断層画像又は生体を体軸方向に連続的に撮影して得られた計測
データから生体脈波情報に基づいて再構成された任意の時相における断層画像からなるシ
リーズデータが複数記憶されたシリーズデータ記憶手段と、前記断層画像を行列状にデー
タ表示する画像データ位置表示手段であって、前記シリーズデータを行方向に、前記体軸
方向の連続方向を列方向に設定して、前記複数の画像の位置を表示する画像データ位置表
示手段と、前記画像データ位置表示手段上に一乃至複数の断層画像を選択するためのカー
ソルを表示する画像選択手段と、前記画像選択手段により選択された断層画像を表示する
第一の画像表示手段と、前記断層画像に対応する前記生体の投影画像または三次元画像を
表示する第二の画像表示手段と、前記第二の画像表示手段に表示された投影画像上または
三次元画像上に、前記選択された断層画像の体軸方向位置を示すラインを、前記断層画像
の画像データが持つ体軸方向の厚さに対応したラインの太さ、又はラインの形状で表示す
る位置表示手段と、を備える。
【００１１】
　本願発明第一の特徴に係る医用画像表示装置では、術者は画像選択を容易に行うことが
でき、また断層画像の体軸方向位置を迅速かつ用意に把握することができるので、多数の
画像を効率よく観察できる。
【００１２】
　なお、体軸方向位置を示すラインは、選択した断層画像の体軸方向範囲の先頭位置や中
心位置、末端位置等を表示してもよいし、これらを複数組み合わせて表示してもよい。
【００１３】
　本願発明第二の特徴に係る医用画像表示装置は、本願発明第一の特徴に係る医用画像表
示装置において、前記表示された投影画像上または三次元画像上で前記ラインを体軸方向
に移動させる手段をさらに備え、前記第一の画像表示手段は、前記シリーズデータ記憶手
段に記憶された断層画像の内、該移動されたラインの体軸方向位置に対応する断層画像を
表示することを特徴としている。
【００１４】
　本願発明第二の特徴に係る医用画像表示装置では、術者は画像選択手段により選択した
画像を表示させるだけでなく、ラインを移動させて体軸方向位置を指定しその位置におけ
る画像を表示させることができる。
【００１５】
　本願発明第三の特徴に係る医用画像表示装置は、本願発明第一の特徴または本願発明第
二の特徴に係る医用画像表示装置において、前記位置表示手段は、前記ラインを前記断層
画像の画像データが持つ体軸方向の厚さに対応した太さまたは形状で表示することを特徴
としている。
【００１６】
　本願発明第三の特徴に係る医用画像表示装置では、術者は体軸方向の位置情報をいっそ
う容易に把握することができる。
【００１７】
　本願発明第四の特徴に係る医用画像表示装置は、本願発明第一の特徴乃至本願発明第三
の特徴のいずれかに係る医用画像表示装置において、前記画像選択手段はセル形状のカー
ソルまたはラインによって画像位置を指定することを特徴としている。
【００１８】
　本願発明第五の特徴に係る医用画像表示装置は、本願発明第一の特徴乃至本願発明第四
の特徴のいずれかに係る医用画像表示装置において、前記画像データ位置表示手段上はセ
ル形状のカーソルを拡大または縮小してセル指定範囲を変更することにより前記画像表示
手段に表示する画像を決定し、前記位置情報表示手段は該変更されたセル指定範囲に応じ
て体軸方向の位置情報を更新することを特徴としている。
【００１９】
　本願発明第六の特徴に係る医用画像表示装置は、本願発明第一の特徴乃至本願発明第五
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の特徴のいずれかに係る医用画像表示装置において、前記画像表示手段は前記画像データ
位置表示手段状のカーソルまたはラインの位置に応じて決定した画像を階層表示すること
を特徴としている。
【００２０】
　本願発明第七の特徴に係る医用画像表示装置は、本願発明第一の特徴乃至本願発明第六
の特徴のいずれかに係る医用画像表示装置において、前記画像データ位置表示手段は、列
方向に体軸方向の絶対座標系をもち、異なるシリーズデータ間で同一の体軸位置の画像デ
ータが存在する場合はセルをアクティブ状態に表示し、存在しない場合はセルを非アクテ
ィブ状態に表示するとともに、異なるシリーズデータ間で体軸方向の厚みが異なる際には
セル枠を拡大または縮小することを特徴としている。
【発明の効果】
【００２１】
　本願発明に係る医用画像表示装置では、術者は多数の画像を効率よく観察することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付図面に従って、本発明に係る医用画像表示装置の好ましい実施の形態につい
て詳説する。
【００２３】
　（第一の実施形態）
　図１に、本実施の形態に係る医用画像表示装置１の処理概念を示す。以下、Ｘ線ＣＴ装
置を用いて説明するが、医用画像表示装置１は、図１の１に示すようにＸ線ＣＴ装置、Ｍ
ＲＩ装置、超音波装置等さまざまな装置から得られる画像を効率よく表示することができ
る。
【００２４】
　図１に示すように様々な装置から画像データが医用画像表示装置１に送られ、画像表示
を行うまでの処理を図２のフローチャートに示す。
【００２５】
　まず、医用画像表示装置１に画像データが送付され処理が開始される。画像データは必
ずしも送付しなくても、送り出す装置側の画像データベースを医用画像表示装置１が参照
し画像データを取得してもよい。
【００２６】
　処理が開始されると、図２の２で示すシリーズデータ記憶手段によって、各患者毎のシ
リーズデータのシリーズ数や各シリーズデータの体軸方向に連続な画像枚数や体軸方向の
画像データ位置のチェックを行う。ここで、シリーズデータとは、例えば同一患者のＸ線
ＣＴ検査において、異なる撮影条件で撮影した画像データ群のことである。つまり、造影
なしの通常撮影後、造影ＣＴ撮影を行い、その後さらに後期造影画像を得るためにＣＴ撮
影を行うといった場合には３シリーズの画像データ構成となる。
【００２７】
　次に、図２のステップ３で示す画像データ位置表示手段によって、シリーズごとに体軸
方向に存在する画像データの位置情報が決定されると共に、画像データが存在する画像デ
ータ位置表示手段のセルがアクティブ状態となる。画像データ位置表示手段は行方向にシ
リーズデータを、列方向には体軸方向に連続な画像データを示すもので、例えていうなら
表計算ソフトウェアのようなセル状の位置表示手段である。この画像データ位置表示手段
には、表示されたシリーズの画像枚数の総数や、一患者の総画像枚数なども表示する機能
を備えている。
【００２８】
　この画像データ位置表示手段上のセルの内、シリーズごとに体軸方向に存在する画像デ
ータ位置のセルをアクティブにすることで、体軸方向のどの位置に画像データが存在する
かを把握しやすくなる。画像データ位置表示手段上のセルのアクティブ状態は、周囲のセ



(5) JP 4493323 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

ルと明らかに違う配色を用いれば簡単に設定可能である。
【００２９】
　また逆に、体軸方向の位置において画像データが存在しないセルをアクティブ状態にす
ることでも、画像データの体軸方向の位置を把握することができる。
【００３０】
　上述の画像データ位置表示手段によって存在を示される画像データを選択する手段が、
次ステップである図２の４に示す画像選択手段である。画像選択手段では、画像データ位
置表示手段でアクティブになっている領域を、術者がマウスやキーボードなどのポインテ
ィングデバイスで指定する。例えば画像データ表示手段上で、行方向に２行、列方向に２
列と計セル４個の領域を画像選択手段によって指定した場合は、画像表示装置のモニタに
４つの画像が表示されることになる。このセルの位置をマウス等によって移動すれば、モ
ニタに表示される画像も更新される。また、セルを例えば行方向に３行、列方向に３列の
合計９セルを選択した場合には、モニタ上に９枚の画像が表示されることになる。
【００３１】
　モニタ上に画像を表示すると同時に、投影画像上に表示している画像データの体軸方向
の位置情報も更新する。これにより術者は表示されている画像の体軸方向の位置を把握し
やすく、画像診断上も有効である。体軸方向の位置情報の反映は、投影画像でなくても、
例えば３次元画像を用いるのも有効である。
【００３２】
　以上が医用画像表示装置１の概要である。以下、図面を用いて詳細に説明する。
【００３３】
　図３に、医用画像表示装置１の画面レイアウトの例を示す。この図はレイアウトの一例
を示したものであり、他に様々なレイアウトを取りうる。
【００３４】
　図３の４に示すセル状のウインドウが画像データ位置表示手段である。また図３の５に
示すもの（色反転）が画像データ選択手段である。図３の６の領域は画像を表示する領域
であり、例では４枚の画像を表示するようになっている。図３の７は投影画像を表示する
領域であり、図４は図３の４で示す画像データ位置表示手段を拡大した図である。
【００３５】
　処理が開始され、画像データが医用画像表示装置１に送られると、図２の２で画像デー
タが患者ごとにシリーズデータ記憶手段によりシリーズと体軸方向に連続な画像とに分類
され、図４の画像データ位置表示手段にその情報が送られる。画像データ位置表示手段で
は、送られた画像データをシリーズごとに分類し、そのシリーズ数だけ図４に示す行方向
のセルを作り出す。また、列方向については、各シリーズデータの中で最大枚数の画像デ
ータを保持するシリーズの画像データ枚数を最高値として、列方向のセルを作り出す。そ
して図５（Ａ）に示すように、体軸方向に存在する画像データのセルをアクティブ表示に
切り替える。図では色反転で示しているが、他の非アクティブセルと区別が付けば特に限
定色はない。また色反転ではなく、セルを囲む罫線の線種や太さを変更することでアクテ
ィブ状態を示すことも可能である。
【００３６】
　図５（Ａ）ではシリーズ数が８の場合の例を示す。各シリーズで保持する先頭画像の体
軸方向の位置が様々に異なるため、図５（Ａ）の８で示すようにセルが歯抜けのような状
態で表示されている。これは、画像データ位置表示手段が絶対座標系を採用しているため
である。
【００３７】
　このため、各シリーズの先頭画像の位置によっては図５（Ａ）のようになる。また図５
の（Ａ）９で示すシリーズ５の画像データは、画像データの体軸方向の位置が他の８シリ
ーズと比べて２倍粗いため、途中のセルが非アクティブ状態を示している。
【００３８】
　図５（Ａ）で示した例では、各シリーズで画像データが持つ体軸方向の厚さ（Ｘ線ＣＴ
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装置ではスライス厚さ等と呼ぶ）が同一のものを示したが、同一でない場合は図６のよう
に示すことが可能である。
【００３９】
　図６のシリーズ５で示す画像データは、他のシリーズと比べて２倍の体軸方向の厚さを
持つため、アクティブ状態のセルの領域も列方向に対して２倍で表示されている。また、
各セルは任意の幅を持たせることも可能である。これは隣り合うシリーズの体軸方向の厚
さが著しく異なる場合、例えば一方のシリーズが１ｍｍスライスの画像でもう一方が２０
ｍｍスライスでは（図５Ｂ参照）非常に見難いセル表示となる。
【００４０】
　この場合は、一方のセル（１ｍｍスライス）を例えば１０枚まとめて１つのセルに表示
する手段を講じれば術者に見やすい表示となる。これを示したのが図５（Ｃ）である。い
うなればセルのグループ化と表現できる。
【００４１】
　以上の画像データ位置表示手段によって、各シリーズに含まれる画像データの体軸方向
の位置や画像データが持つ体軸方向の厚さ等の情報が理解しやすいように表示できる。セ
ル内にサムネイル画像（縮小画像）を表示させることも可能であり、これにより術者は体
軸方向の位置情報をいっそう把握しやすくなる。
【００４２】
　次に、画像を表示する場合について説明する。画像データ位置表示手段上のセルの指定
は、画像選択手段によって行う。表示希望するセルを例えばマウス等によって領域を図７
の１０のように指定する。指定の方法は各セルをクリックしてもよいし、パソコン等で用
いる表計算ソフトのようにマウスドラッグで指定することも可能である。表示する画像が
決定されると、図８のように画像が表示される。この場合、セルを４個指定しているので
表示画像は４枚となる。図８の１１で示す２枚の画像は同一シリーズの画像を表示してお
り、横の２枚の画像は別シリーズの画像を表示している。
【００４３】
　画像が表示されると共に、図８の１２に示す位置情報表示手段によって、投影画像上に
表示している画像の体軸方向の位置をライン等によって表示する。図８の例では、別シリ
ーズである２枚の画像データの体軸方向における位置も画像が持つ厚さも同一なため、例
えばラインは同じ太さで２本表示する。必ずしも表示している画像の全てに対して投影画
像上にライン表示する必要はなく、代表的な位置情報を図８の１２で示すことでもよい。
例えば、図８の１１で示す上段の画像データの体軸方向位置のみを位置情報表示手段上に
表示する（ライン１本のみの表示）でも、体軸方向での位置関係を術者に伝えることは可
能である。
【００４４】
　図９では、画像選択手段の領域を拡大及び移動した例を示している。図８で選択したセ
ルを、図９の１３で示すように選択領域を３×３の合計９セルに拡大している。この場合
、表示される画像は図９に示すように９枚の画像となる。画像が表示されると共に、体軸
方向の位置表示を位置情報表示手段によって表示する。図９の場合では、各シリーズの先
頭の３枚の画像に対してその位置を示すラインを図９の１４で示した。
【００４５】
　このように、画像選択手段の領域を移動・拡大・縮小することで、表示する画像のレイ
アウトを即座に変更することができる。また、これと同時に体軸方向の位置情報も表示す
ることから、空間的にどの位置での画像を観察しているかを術者に直感的に伝えることが
可能である。なお、図９の１４などで示す位置情報表示手段に表示する画像は投影画像の
みではなく、３次元的に再構成された画像であってもよい。
【００４６】
　また、図９の１４で画像の体軸方向の位置を示すラインをマウス等で移動すると、表示
する画像が更新され、これと共に画像選択手段の指定領域も自動的に更新される。
【００４７】
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　以上の説明では、患者１人の画像を表示する場合について説明しているが、例えば２人
の患者の画像を処理する場合には、図４の画像データ位置表示手段を１つ追加することで
対処することができる（図１０の１５参照）。このような場合には、図１０に示すように
画像表示を階層的に保持しておき、観察する患者を切り替えて表示することで対応できる
。
【００４８】
　（第二の実施形態）
　本実施形態では、第一の実施形態に示す医用画像表示装置１の応用的な使用について図
面を用いて説明する。
【００４９】
　図１１では、歯抜け状態の画像データ位置表示手段上での画像選択方法を示す。図１１
（Ａ）の１６に示すような歯抜け状態の画像を選択する場合、各セルをクリックして選択
することができる。連続している画像ではマウスドラッグはもちろん可能である（シリー
ズ４の２枚等）。この場合、画像表示装置のモニタには図１１（Ｂ）のように画像が表示
される。このように、歯抜け状態の画像選択も問題なく実施できる。これは、歯抜け状態
ではシリーズの画像データに対してはマウスクリックなどによりとびとびに画像選択が実
施できることも示している。
【００５０】
　図１２（Ａ）の１７のように同一シリーズで複数の画像が選択された場合には、図１２
（Ｂ）に示すように画像が表示される。この場合は、表示する枚数を事前に決定しておけ
ばよい。例えば、４枚表示、９枚表示等である。決定した枚数以上の画像表示は順次画像
を送り、更新表示させる。また、図１２（Ａ）の１８のように画像選択された場合には、
４行２列で画像が表示される。
【００５１】
　次に、図１２（Ａ）の１８に対応する画像が表示されている状態で、図１３（Ａ）の１
９のように２枚の画像を追加表示する場合について説明する。通常では図１３（Ｂ）のよ
うに、４行３列に表示レイアウトが変更され、最下段に追加分の２枚の画像が追加表示さ
れる。図１３（Ｂ）グレー部分の位置には画像がないため、何も表示されない。また、図
１３（Ｃ）のような表示方法も可能である。これは図１３（Ａ）の１９の２枚の画像を追
加表示する際に、オプションであるタイル表示を指定する。すると図１３（Ｂ）ではなく
（Ｃ）のように表示される。これは（Ｂ）に比して表示領域を有効に活用する方法であり
、本発明に係る医用画像表示装置が、異なる画像サイズで柔軟に画像表示を実行できる特
徴を示している。
【００５２】
　画像サイズについては画像表示装置のモニタに左右されるが、図１３（Ｃ）の表示につ
いて説明する。例えば１２８０×１０２４本表示可能のモニタを画像表示装置として採用
している場合（表示領域は１０２４×１０２４）、図１３（Ｃ）の下段の２枚の画像は５
１２×５１２、上段の８枚の画像は２５６×２５６の画像が８枚表示されることになる。
つまりレイアウトに準じて画像の縮小・拡大が自動的に実行される。正方画像ではない画
像については、そのレイアウトに準じて、表示領域内に収まるよう自動的に拡大・縮小が
実施される。
【００５３】
　次にスタック表示について説明する。図１４（Ａ）に示す行方向の固定セル領域（シリ
ーズ番号を記したセル）をクリックすると、そのシリーズに含まれる画像データが全選択
される。これをスタック表示で画像表示を行うと、図１４（Ｂ）のように、ある特定の領
域に、全選択された画像が階層的に表示される。この選択は、複数シリーズを選択するこ
とももちろん可能である。図１４（Ｂ）ではあらかじめ２×２の表示レイアウトが設定さ
れているものとしている。
【００５４】
　階層的に表示されている画像は、表示希望するセルをクリックすれば即座に画像が更新
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表示される。また位置情報表示手段上には先頭シリーズにおける画像の体軸方向の位置を
反映したラインが表示される。これは先頭シリーズに限定したものではなく、他のシリー
ズについてももちろん変更可能である。ライン表示については、先頭画像のみのライン表
示も可能であるし、全画像の体軸方向の位置を反映したライン表示も可能である。先頭画
像のみのライン位置表示の場合は、このラインを移動させることにより画像の表示更新が
可能である。全画像のラインを表示している場合、表示希望するラインを指定することに
より画像が更新される。
【００５５】
　上記の説明は同シリーズにおける画像の全選択について行ったが、これはまったく同様
に同スライス位置の異なるシリーズでの画像全選択について適用できる。つまり列方向の
固定セル領域をクリックした場合は、同スライス位置における画像の全選択となる。
【００５６】
　（第三の実施形態）
　ここでは、第一の実施形態及び第二の実施形態に示す医用画像表示装置１を、時系列シ
リーズで構成される画像データへの応用した例を説明する。時系列シリーズには様々な例
があるが、本実施形態ではＸ線ＣＴ装置で実施されるＥＣＧ撮影・再構成法を取り上げ説
明する。ＥＣＧ撮影・再構成法とは、心臓断層像を得るための撮影・再構成法である。心
臓は拍動しているため、通常のＸ線ＣＴ撮影を実施すると拍動によるモーションアーチフ
ァクトが発生し、診断上有効な画像を得ることができない。そこで患者に心電計を取り付
け心電情報を取得しながらＸ線ＣＴ撮影を行い、心電情報に基づいて再構成画像を得る方
法が提案されている。
【００５７】
　心臓は拡張期においては比較的動きが少なく、この拡張期前後の投影データのみを収集
し画像を再構成すれば、心臓が止まっているかのような画像を得ることが可能である。こ
の拡張期前後に撮影された投影データかどうかの判断に心電情報を使用する。現代のＸ線
ＣＴ装置はそのスキャンスピードの高速化等の技術発達により、拡張期だけでなく、拡張
期に比べ心臓の動きの大きい心臓収縮期等でも比較的明瞭な画像を得ることができるよう
になりつつある。
【００５８】
　ＥＣＧ再構成では、再構成する際にＲ－Ｒ時相と呼ばれるパラメータを指定する。この
Ｒ－Ｒ時相とは、心電図のＲ波を基準にＲ波から何％の位置で投影データを収集し、ＥＣ
Ｇ再構成を実施するかの指定を行うパラメータである。このＲ－Ｒ時相パラメータによっ
て拡張期・収縮期の指定を行う。
【００５９】
　本発明に係る医用画像処理装置１００では、上述のＥＣＧ再構成法においてＲ－Ｒ時相
ごとに再構成された画像データをシリーズデータとして扱うことにより、術者に対して効
率よく画像を提示することを可能とした。これを示したのが図１５である。図１５では行
方向の固定セル内の表示をシリーズ番号ではなく。Ｒ－Ｒ時相で記してある（％は省略）
。
【００６０】
　操作方法はこれまで説明してきた画像選択手段となんら変わりなく、画像データが存在
するセルをマウス等のポインティングデバイスで指定すればよい。画像データが指定され
ると、画像表示装置のモニタに画像が表示されると共に、位置情報表示手段上には画像デ
ータの体軸位置情報がラインとして表示される。また行方向の固定セルをクリックし選択
することで、そのＲ－Ｒ時相（シリーズ相当）に含まれる画像データの全選択が可能であ
り、スタック表示等ももちろん可能である。
【００６１】
　また、この画像データを全選択指定し、そのＲ－Ｒ時相における３次元画像を再構成す
ることも可能である。さらには、複数の行方向の固定セルをクリックし、様々なＲ－Ｒ時
相における全画像選択を行うことで、時系列の３次元画像データを作成し表示させること
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も可能である。これを図１５で説明するならば、Ｒ－Ｒ時相が０、２０、４０、６０、８
０（％）において、それぞれのＲ－Ｒ時相で３次元画像を再構成し、これらを連続的に表
示することである。これは３次元画像に時間の次元を加えた４次元画像などと称されるこ
ともある動画である。この処理によって、心臓が拍動している様子などを３次元的に観察
することが可能となり、臨床上有効な表示方法である。
【００６２】
　このように、本発明に係る医用画像表示装置１は簡単に４次元画像を作成することを可
能としており、術者に効率よい画像観察環境を提供することができる。
【００６３】
　また、本発明に係る医用画像表示装置１をＥＣＧ再構成画像で使用する場合、以下の機
能も備えている。図１６の２２で示すように、例えばＲ－Ｒ時相、２０、４０％等で既に
ＥＣＧ画像再構成が実施され画像が存在しており、術者が３０％の位置でＥＣＧ再構成を
必要とする場合、追加のＥＣＧ画像再構成を簡単に行うことが可能である。この場合、Ｒ
－Ｒ時相の指定は任意で行える。つまり１１％でも３８％でも可能である。なお、この場
合再構成に必要な投影データは画像表示装置１に存在しなければならない。
【００６４】
　さらに、本発明に係る医用画像表示装置１では、図１７に示すような表示を行うことも
可能である。図１７の表示は図３に示す画面レイアウト例の画像表示領域（図３の６）に
表示されるものであり、上段左が通常の断層像であるアキシャル画像、上段右がＭＰＲサ
ジタル画像、下段左がコロナル画像を示し、下段右が３Ｄ画像を示している。
【００６５】
　この表示に移行するには、例えば図１６の２２で作成した画像（シリーズ全部または一
部を対象）を選択し、３Ｄ・ＭＰＲ画像表示ボタン（図示しない）をクリックすることで
画像が再構成され、表示される。アキシャル、サジタル、コロナルはそれぞれ独立して画
像更新が可能であり、３Ｄ画像は画像観察角度をマウス等で任意に指定することができる
。
【００６６】
　このような表示によって、術者はより診断効率を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の一の実施形態に係る医用画像処理装置の概略を示す図である。
【図２】本発明の一の実施形態に係る医用画像処理装置での処理フローを示す図である。
【図３】本発明の一の実施形態に係る医用画像処理装置での画面レイアウト例を示す図で
ある。
【図４】本発明の一の実施形態に係り、画像位置表示の例を示す図である。
【図５】本発明の一の実施形態に係り、画像位置表示の処理を示す図である。
【図６】本発明の一の実施形態に係り、画像位置表示の処理を示す図である。
【図７】本発明の一の実施形態に係り、画像選択の処理を示す図である。
【図８】本発明の一の実施形態に係り、画像表示の例を示す図である。
【図９】本発明の一の実施形態に係り、画像表示枚数の変更を示す図である。
【図１０】本発明の一の実施形態に係り、複数患者の画像表示を示す図である。
【図１１】本発明の一の実施形態に係り、画像選択の例を示す図である。
【図１２】本発明の一の実施形態に係り、画像選択の他の例を示す図である。
【図１３】本発明の一の実施形態に係り、画像表示の他の例を示す図である。
【図１４】本発明の一の実施形態に係り、画像のスタック表示の例を示す図である。
【図１５】本発明の一の実施形態に係り、画像データ位置表示の応用例を示す図である。
【図１６】本発明の一の実施形態に係り、画像データ位置表示の他の応用例を示す図であ
る。
【図１７】本発明の一の実施形態に係り、画像表示の他の例を示す図である。
【符号の説明】
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【００６８】
　１・・・医用画像表示装置、２・・・シリーズデータ記憶手段、３・・・画像データ位
置表示手段

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１０】 【図１１】
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